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町
の
不
法
投
棄
の
現
状

　
町
内
の
不
法
投
棄
の
通
報
は
、

毎
日
の
よ
う
に
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
特
に
ご
み
置
き
場
へ
の
不
法
投

棄
が
非
常
に
多
く
、
粗
大
ご
み
の

家
電
や
家
具
、
分
別
さ
れ
て
い
な

い
ご
み
や
出
す
日
が
守
ら
れ
て
い
な

い
ご
み
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
！

　
ご
み
の
不
法
投
棄
は
、法
律（
廃

棄
物
処
理
法
第
16
条
）に
違
反
し

た
犯
罪
行
為
と
な
り
、
５
年
以
下

の
懲
役
又
は
１
千
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

町
の
不
法
投
棄
防
止
対
策

　
町
で
は
、
各
自
治
会
か
ら
の
推

薦
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
環
境
美
化

推
進
協
議
会
委
員
の
協
力
に
よ
り
、

不
法
投
棄
撲
滅
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

①
環
境
美
化
推
進
協
議
会
委
員
に

　
よ
る
地
域
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

②
排
出
者
に
向
け
て
、
不
法
投
棄

　
物
へ
の
啓
発
シ
ー
ル
張
り
付
け

③
不
法
投
棄
禁
止
啓
発
看
板
の
設

　
置

④
不
法
投
棄
多
発
場
所
へ
の
防
犯

　
カ
メ
ラ
・
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
の

　
設
置

不
法
投
棄
さ
れ
な
い環

境
づ
く
り
を

　
管
理
が
行
き
届
い
て
い
な
い
土

地
は
、
不
法
投
棄
が
多
く
な
り
が

ち
で
す
。
草
刈
り
の
実
施
や
柵
を

設
置
す
る
な
ど
、
不
法
投
棄
を
さ

れ
な
い
環
境
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

守
ろ
う
！
ご
み
出
し
ル
ー
ル

　
ご
み
を
出
す
日
を
守
ら
な
い
、

置
き
場
に
出
せ
な
い
粗
大
ご
み
を

出
す
な
ど
の
行
為
も
不
法
投
棄
に

該
当
し
ま
す
。

　
ご
み
を
出
す
前
に
も
う
一
度
、

「
町
民
カ
レ
ン
ダ
ー
」
や
「
家
庭

ご
み
分
別
早
見
表
」
で
収
集
日
・

分
別
方
法
な
ど
を
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

※

ご
み
置
き
場
が
わ
か
ら
な
い
・

出
し
方
が
わ
か
ら
な
い
ご
み
が

あ
る
場
合
は
、
環
境
防
災
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　プ
レ
イ
パ
�
ク
と
は
？

　
子
ど
も
が
自
ら
工
夫
し
、
遊
び

を
創
り
出
す
屋
外
の
遊
び
場
を
プ

レ
イ
パ
ー
ク（
冒
険
遊
び
場
）と
い

い
ま
す
。
プ
レ
イ
リ
ー
ダ
ー
と
呼

ば
れ
る
大
人
が
「
子
ど
も
が
い
き

い
き
と
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
環
境

を
つ
く
る
」
役
割
を
担
い
、
プ
レ

イ
パ
ー
ク
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
デ
ン
マ
ー
ク
が
発
祥
と
い
わ
れ
、

日
本
で
は
、
１
９
７
９
年
（
昭
和
54

年
）
、
東
京
都
世
田
谷
区
に
「
羽
根

木
プ
レ
ー
パ
ー
ク
」
が
設
置
さ
れ
、

行
政
と
住
民
の
協
働
事
業
と
し
て

現
在
も
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　い
つ
も
と
違
う
遊
び
で

　
　
　
　い
き
い
き
と

　

　
大
人
と
一
緒
に
竹
の
ジ
ャ
ン
グ

ル
ジ
ム
や
仲
間
を
集
め
ダ
ン
ボ
ー

ル
基
地
を
作
っ
た
り
、
の
こ
ぎ
り

と
く
ぎ
を
使
い
木
登
り
用
ハ
シ
ゴ

づ
く
り
、
そ
れ
を
い
か
だ
に
変
身

さ
せ
た
り
し
て
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
。

公
園
内
の
小
川
で
は
水
草
に
隠
れ

た
エ
ビ
や
ド
ジ
ョ
ウ
を
発
見
。
捕

ま
え
た
こ
と
に
得
意
げ
な
顔
を
見

せ
る
子
ど
も
た
ち
も
い
ま
し
た
。

異
年
齢
で
大
縄
跳
び
を
す
る
姿
も

あ
り
、
い
つ
も
と
は
異
な
る
公
園

で
自
由
に
遊
び
過
ご
し
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
自
主
的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
シ
ャ
ボ
ン
玉
を
提
供
し

て
く
だ
さ
る
方
や
竹
馬
を
貸
し
出

し
て
く
だ
さ
る
方
、
町
民
活
動
団

体
（
開
成
町
ゆ
め
パ
ー
ク
を
つ
く

る
会
）
な
ど
、
保
護
者
や
家
族
以

外
に
も
多
く
の
大
人
た
ち
が
子
ど

も
の
遊
び
を
見
守
っ
て
く
れ
ま
し

た
。　第

２
回
プ
レ
イ
パ
�
ク
で

　あ
そ
ぼ
う
！

日
時
　
11
月
14
日
㈯
10
時
〜
15
時

（
雨
天
は
15
日
㈰
に
延
期
）

場
所
　
中
家
村
公
園

・
参
加
費
無
料
、
出
入
り
自

　
由
、
申
し
込
み
不
要
。

・
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
小
学
校
２
年
生
以
下
は
、
大

　
人
と
一
緒
に
来
て
く
だ
さ
い
。

中家村公園　プレイパーク

　９月５日（土）、中家村公園で「プレイパークであそぼう」
を開催しました。子どもと大人の笑顔がキラキラ輝き、
公園内には子どもの遊びを見守る温かいまなざしにあふ
れていました。

●問　子ども・子育て支援室　☎84－0328

不法投棄撲滅強化月間標語
不法投棄を　しない！　させない！　ゆるさない！不法投棄を　しない！　させない！　ゆるさない！ 11

月
は
不
法
投
棄
撲
滅
強
化
月
間
で
す

不法投棄を見つけたら！？

次のところへ通報してください。
・環境防災課　☎84‐0314
・県西地域県政総合センター環境部
　　　　　　　☎32‐8000
・松田警察署　☎82‐0110

ごみ置場に出された
不法投棄物

水路に捨てられた２台の
ブラウン管テレビ

　町では、町民・事業者・県と協力し、様々な不法投棄対策を推進しており、
11月を「不法投棄撲滅強化月間」として、不法投棄物の撤去や不法投棄監視
パトロール（夜間含む）を重点的に実施しています。

おもいきり　あそんだよ　わらったよおもいきり　あそんだよ　わらったよ

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！  

不
法
投
棄

●問 

環
境
防
災
課

　☎
84‒

０
３
１
４

　  参 加 者 の 声
　～当日アンケートから～

『知らない子とも自然に仲良く遊んでい
ました。大工遊びでは１時間くらい真
剣に船をつくっていました』
『休日は毎回同じように過ごしてしまう
のでいつもと違い、楽しそうに過ごして
いました』


